


昭和45年４月20日　制定

　（中間の改正省略）

平成20年４月１日　改正
（名称）
第１条　本会は、滋賀短期大学後援会と称する。
（目的）
第２条　本会は、滋賀短期大学（以下「本学」という）の充実、発展に協力することを
　目的とする。
（事務所）
第３条　本会は、事務所を本学事務局に置く。
（事業）
第４条　本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）学生の福利厚生に対する援助
（２）その他本会の目的達成上必要と認める事業
（会員）
第５条　本会は、次の会員をもって組織する。
（１）正　会　員　　本学に在学する学生の保護者
（２）賛 助 会 員　　本会の目的に賛同して相当額の金品を寄贈した者
（３）会　　　友　　卒業生の保護者
（役員）
第６条　本会に、次の役員を置く。
（１）会　　　長　　１名
（２）副　会　長　　２名
（３）委　　　員　　10名
（４）監　　　事　　２名
（５）顧　　　問　　若干名
（６）参　　　与　　若干名
（役員の選出）
第７条　委員は、総会において正会員のうちから選出し、会長、副会長、監事は、委員
　のうちから互選する。
２　顧問は、本学園理事長、学長ならびに本会に特別功労のあった者に役員会の同意を
　得て、会長が委嘱する。
３　参与は、理事、本学教職員のうちから会長が委嘱する。
（役員の職務）
第８条　役員の職務は、次のとおりとする。
（１）会長は、本会を代表し、会務を総理する。
（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序により、
　　その職務を代行する。

（３）委員は、役員会を組織し、会務を処理する。
（４）顧問は、会長の諮問に応じる。
（５）参与は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
（６）監事は、本会の会計を監査する。
（役員の任期）
第９条　選挙による役員の任期は、１年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期
　は、前任者の残任期間とする。
（会議の種類）
第10条　本会に、総会および役員会を置く。
（総会）
第11条　総会は、定期総会および臨時総会とする。
２　定期総会は、毎年定期総会を開催し、役員の選挙、予算ならびに会則の変更その他
　重要事項を審議決定する。
３　臨時総会は、会長が特に必要と認めたとき、役員会の議に基づき開催する。
（役員会）
第12条　役員会は、会長、副会長、委員および監事をもって組織し、会長が必要と認め
　たとき開催する。
（会議の招集）
第13条　会議は、会長が招集する。
（会議の議長）
第14条　総会の議長は、その都度正会員中から選出する。
２　役員会の議長は、会長があたる。
（議決）
第15条　議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところ
　による。
（経費）
第16条　本会の経費は、正会員の会費、寄附金、預金利子およびその他の収入をあてる。
（会費）
第17条　正会員の会費は、本学に在学する学生１人につき、年額20,000円とする。
　　ただし、兄弟姉妹で在籍している場合は、１人分の年額とする。
２　前項の会費は、学生の入学と同時に全額を納入するものとし、中途退学しても還付
　しない。
（会計年度）
第18条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
（庶務・会計）
第19条　本会の庶務・会計を処理するため、幹事を置く。
２　前項の幹事は、本学事務局職員のうちから会長が委嘱する。
（その他の事項）
第20条　この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、役員会が
　定める。

121教室

準備室１

湯沸室

学長室 理事長室

電気室

事 務 局

清
水（
ま
）

　

  

研
究
室

法　人
事務局

２階
準備室2

女
子
Ｗ
Ｃ

男
子
Ｗ
Ｃ

122教室
（食品学実験室）

実
験
準
備
室

123教室
（解剖生理学
実験室）

談 話 室

小会議室

女
子
職
員
W
C

女
子
W
C

男
子
職
員
W
C

湯沸室 法
人
書
書

第１会議室

第１応接室

１号館
地　下

用務
員室

学　　生
自治会室

１階
製菓準備室

製菓
更衣室
身障者
男子ＷC

111教室
製　菓
実習室（　　　　）

事 務 局
総務課
教務課

食　堂　・
学生ホール

学 生 ホ ー ル 玄　関
ホール

保健室
職
員
Ｗ
Ｃ

112教室
（和室）

相
談
室

警
備
員
室

印
刷
室

１ 号 館

・学生支援課（キャンパスライフ・サポートセンター）
・キャリア支援課（キャリア・サポートセンター）
・入試広報課（入試広報センター）



昭和45年４月20日　制定

　（中間の改正省略）

平成20年４月１日　改正
（名称）
第１条　本会は、滋賀短期大学後援会と称する。
（目的）
第２条　本会は、滋賀短期大学（以下「本学」という）の充実、発展に協力することを
　目的とする。
（事務所）
第３条　本会は、事務所を本学事務局に置く。
（事業）
第４条　本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）学生の福利厚生に対する援助
（２）その他本会の目的達成上必要と認める事業
（会員）
第５条　本会は、次の会員をもって組織する。
（１）正　会　員　　本学に在学する学生の保護者
（２）賛 助 会 員　　本会の目的に賛同して相当額の金品を寄贈した者
（３）会　　　友　　卒業生の保護者
（役員）
第６条　本会に、次の役員を置く。
（１）会　　　長　　１名
（２）副　会　長　　２名
（３）委　　　員　　10名
（４）監　　　事　　２名
（５）顧　　　問　　若干名
（６）参　　　与　　若干名
（役員の選出）
第７条　委員は、総会において正会員のうちから選出し、会長、副会長、監事は、委員
　のうちから互選する。
２　顧問は、本学園理事長、学長ならびに本会に特別功労のあった者に役員会の同意を
　得て、会長が委嘱する。
３　参与は、理事、本学教職員のうちから会長が委嘱する。
（役員の職務）
第８条　役員の職務は、次のとおりとする。
（１）会長は、本会を代表し、会務を総理する。
（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序により、
　　その職務を代行する。

（３）委員は、役員会を組織し、会務を処理する。
（４）顧問は、会長の諮問に応じる。
（５）参与は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
（６）監事は、本会の会計を監査する。
（役員の任期）
第９条　選挙による役員の任期は、１年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期
　は、前任者の残任期間とする。
（会議の種類）
第10条　本会に、総会および役員会を置く。
（総会）
第11条　総会は、定期総会および臨時総会とする。
２　定期総会は、毎年定期総会を開催し、役員の選挙、予算ならびに会則の変更その他
　重要事項を審議決定する。
３　臨時総会は、会長が特に必要と認めたとき、役員会の議に基づき開催する。
（役員会）
第12条　役員会は、会長、副会長、委員および監事をもって組織し、会長が必要と認め
　たとき開催する。
（会議の招集）
第13条　会議は、会長が招集する。
（会議の議長）
第14条　総会の議長は、その都度正会員中から選出する。
２　役員会の議長は、会長があたる。
（議決）
第15条　議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところ
　による。
（経費）
第16条　本会の経費は、正会員の会費、寄附金、預金利子およびその他の収入をあてる。
（会費）
第17条　正会員の会費は、本学に在学する学生１人につき、年額20,000円とする。
　　ただし、兄弟姉妹で在籍している場合は、１人分の年額とする。
２　前項の会費は、学生の入学と同時に全額を納入するものとし、中途退学しても還付
　しない。
（会計年度）
第18条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
（庶務・会計）
第19条　本会の庶務・会計を処理するため、幹事を置く。
２　前項の幹事は、本学事務局職員のうちから会長が委嘱する。
（その他の事項）
第20条　この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、役員会が
　定める。

３階

２階

１階

２ 号 館

223教室 224教室

225教室
研  究  室

書　庫
　

 
　
　

倉庫

女
子
Ｗ
Ｃ実習指導

室（幼教）

ライフデザイン
実習準備室

空調
機械室

231教室

女
子
Ｗ
Ｃ
男
子
Ｗ
Ｃ

美
術
機
械
室

美
術
準
備
室

233教室
（美術教室１）

234教室
（美術教室２）

女
子
Ｗ
Ｃ 男
子
Ｗ
Ｃ

研
究
室
①

研
究
室
②

研
究
室
③

倉　
　
庫

研
究
室
④

232教室
ライフデザイン
実習室（　　　　　 ）

①②③④⑤⑥

女子ＷC

男子ＷC

倉
庫

図書館
事務室

図書館

図　書
閲覧室 書　

　
庫

221教室 222教室

男子ＷＣ 学
生
ク
ラ
ブ
室

〔２号館３階研究室〕
① 　　研究室
② 深尾研究室
③ 松村研究室
④ 　　研究室

〔２号館２階研究室〕
① 菅研究室
② 石井研究室
③ 齋藤研究室
④ 佐々木研究室
⑤ 学生相談室
⑥ 　　研究室

〔研究室棟〕
① 　　研究室
② 　　研究室
③ 久米研究室
④ 　　研究室
⑤ 保健室分室
⑥ 　　研究室

学　
　
　
生

ロ
ッ
カ
ー
室

学　
　
　
生

ロ
ッ
カ
ー
室

女子ＷＣ
書　
　
庫

211教室
子育て支援教育
プレイルーム

⑥

研 究 室 棟 陶 芸 室 棟

①
②
③
④
⑤
⑥

陶芸室

倉　
庫

倉　
庫



昭和45年４月20日　制定

　（中間の改正省略）

平成20年４月１日　改正
（名称）
第１条　本会は、滋賀短期大学後援会と称する。
（目的）
第２条　本会は、滋賀短期大学（以下「本学」という）の充実、発展に協力することを
　目的とする。
（事務所）
第３条　本会は、事務所を本学事務局に置く。
（事業）
第４条　本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）学生の福利厚生に対する援助
（２）その他本会の目的達成上必要と認める事業
（会員）
第５条　本会は、次の会員をもって組織する。
（１）正　会　員　　本学に在学する学生の保護者
（２）賛 助 会 員　　本会の目的に賛同して相当額の金品を寄贈した者
（３）会　　　友　　卒業生の保護者
（役員）
第６条　本会に、次の役員を置く。
（１）会　　　長　　１名
（２）副　会　長　　２名
（３）委　　　員　　10名
（４）監　　　事　　２名
（５）顧　　　問　　若干名
（６）参　　　与　　若干名
（役員の選出）
第７条　委員は、総会において正会員のうちから選出し、会長、副会長、監事は、委員
　のうちから互選する。
２　顧問は、本学園理事長、学長ならびに本会に特別功労のあった者に役員会の同意を
　得て、会長が委嘱する。
３　参与は、理事、本学教職員のうちから会長が委嘱する。
（役員の職務）
第８条　役員の職務は、次のとおりとする。
（１）会長は、本会を代表し、会務を総理する。
（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序により、
　　その職務を代行する。

（３）委員は、役員会を組織し、会務を処理する。
（４）顧問は、会長の諮問に応じる。
（５）参与は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
（６）監事は、本会の会計を監査する。
（役員の任期）
第９条　選挙による役員の任期は、１年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期
　は、前任者の残任期間とする。
（会議の種類）
第10条　本会に、総会および役員会を置く。
（総会）
第11条　総会は、定期総会および臨時総会とする。
２　定期総会は、毎年定期総会を開催し、役員の選挙、予算ならびに会則の変更その他
　重要事項を審議決定する。
３　臨時総会は、会長が特に必要と認めたとき、役員会の議に基づき開催する。
（役員会）
第12条　役員会は、会長、副会長、委員および監事をもって組織し、会長が必要と認め
　たとき開催する。
（会議の招集）
第13条　会議は、会長が招集する。
（会議の議長）
第14条　総会の議長は、その都度正会員中から選出する。
２　役員会の議長は、会長があたる。
（議決）
第15条　議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところ
　による。
（経費）
第16条　本会の経費は、正会員の会費、寄附金、預金利子およびその他の収入をあてる。
（会費）
第17条　正会員の会費は、本学に在学する学生１人につき、年額20,000円とする。
　　ただし、兄弟姉妹で在籍している場合は、１人分の年額とする。
２　前項の会費は、学生の入学と同時に全額を納入するものとし、中途退学しても還付
　しない。
（会計年度）
第18条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
（庶務・会計）
第19条　本会の庶務・会計を処理するため、幹事を置く。
２　前項の幹事は、本学事務局職員のうちから会長が委嘱する。
（その他の事項）
第20条　この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、役員会が
　定める。

２階

１階

３ 号 館

〔３号館２階研究室〕
② 松井研究室
① 柚木研究室

〔３号館１階研究室〕
① 白木研究室
② 中平研究室
③ 山岡研究室
④ 濱田研究室

324教室

323教室

女子ＷC

男子ＷＣ EV

326教室

教 具 庫

327教室
（DLBラボ）

328教室
（DLBスタジオ）

329教室
（ホテル・ブライダル実習室）

322教室
（音楽教室２）

321教室
（音楽教室１）

女子ＷＣ

325教室
（音楽教室３）

研究室②
研究室①
ピアノ指導室４

音楽
共同研究室

男
子
Ｗ
C

313教室
（調理実習室）

314教室
（試食室）

312教室
（給食実習室）

女子更衣室
男子更衣室

非
常
勤
講
師
室

研
究
室
④

研
究
室
③

研
究
室
②

研
究
室
①

多目的
ルーム

身障者・男子ＷＣ実習準備室
EV

ピアノ
練習室
（11室）

キャリア
ベースB

キャリアベースC

キャリアベースA

11
10
９
８
７
６
５
４
３
２

1

倉庫

女
子
Ｗ
Ｃ

男子
ＷＣ

ピアノ
指導室３
ピアノ
指導室２
ピアノ
指導室１ 中

庭

機械室
電気室

311教室
すみれホールラーニング・

サ ポ ー ト
セ ン タ ー



昭和45年４月20日　制定

　（中間の改正省略）

平成20年４月１日　改正
（名称）
第１条　本会は、滋賀短期大学後援会と称する。
（目的）
第２条　本会は、滋賀短期大学（以下「本学」という）の充実、発展に協力することを
　目的とする。
（事務所）
第３条　本会は、事務所を本学事務局に置く。
（事業）
第４条　本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）学生の福利厚生に対する援助
（２）その他本会の目的達成上必要と認める事業
（会員）
第５条　本会は、次の会員をもって組織する。
（１）正　会　員　　本学に在学する学生の保護者
（２）賛 助 会 員　　本会の目的に賛同して相当額の金品を寄贈した者
（３）会　　　友　　卒業生の保護者
（役員）
第６条　本会に、次の役員を置く。
（１）会　　　長　　１名
（２）副　会　長　　２名
（３）委　　　員　　10名
（４）監　　　事　　２名
（５）顧　　　問　　若干名
（６）参　　　与　　若干名
（役員の選出）
第７条　委員は、総会において正会員のうちから選出し、会長、副会長、監事は、委員
　のうちから互選する。
２　顧問は、本学園理事長、学長ならびに本会に特別功労のあった者に役員会の同意を
　得て、会長が委嘱する。
３　参与は、理事、本学教職員のうちから会長が委嘱する。
（役員の職務）
第８条　役員の職務は、次のとおりとする。
（１）会長は、本会を代表し、会務を総理する。
（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序により、
　　その職務を代行する。

（３）委員は、役員会を組織し、会務を処理する。
（４）顧問は、会長の諮問に応じる。
（５）参与は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
（６）監事は、本会の会計を監査する。
（役員の任期）
第９条　選挙による役員の任期は、１年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期
　は、前任者の残任期間とする。
（会議の種類）
第10条　本会に、総会および役員会を置く。
（総会）
第11条　総会は、定期総会および臨時総会とする。
２　定期総会は、毎年定期総会を開催し、役員の選挙、予算ならびに会則の変更その他
　重要事項を審議決定する。
３　臨時総会は、会長が特に必要と認めたとき、役員会の議に基づき開催する。
（役員会）
第12条　役員会は、会長、副会長、委員および監事をもって組織し、会長が必要と認め
　たとき開催する。
（会議の招集）
第13条　会議は、会長が招集する。
（会議の議長）
第14条　総会の議長は、その都度正会員中から選出する。
２　役員会の議長は、会長があたる。
（議決）
第15条　議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところ
　による。
（経費）
第16条　本会の経費は、正会員の会費、寄附金、預金利子およびその他の収入をあてる。
（会費）
第17条　正会員の会費は、本学に在学する学生１人につき、年額20,000円とする。
　　ただし、兄弟姉妹で在籍している場合は、１人分の年額とする。
２　前項の会費は、学生の入学と同時に全額を納入するものとし、中途退学しても還付
　しない。
（会計年度）
第18条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
（庶務・会計）
第19条　本会の庶務・会計を処理するため、幹事を置く。
２　前項の幹事は、本学事務局職員のうちから会長が委嘱する。
（その他の事項）
第20条　この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、役員会が
　定める。
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３階

３ 号 館

〔３号館４階研究室〕
⑧ 小山内研究室
⑦ 沖山研究室
⑥ 小笠原研究室
⑤ 若生研究室
④ 伊澤研究室
③ 仲村研究室
② 江見研究室
① 田中研究室
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昭和45年４月20日　制定

　（中間の改正省略）

平成20年４月１日　改正
（名称）
第１条　本会は、滋賀短期大学後援会と称する。
（目的）
第２条　本会は、滋賀短期大学（以下「本学」という）の充実、発展に協力することを
　目的とする。
（事務所）
第３条　本会は、事務所を本学事務局に置く。
（事業）
第４条　本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（１）学生の福利厚生に対する援助
（２）その他本会の目的達成上必要と認める事業
（会員）
第５条　本会は、次の会員をもって組織する。
（１）正　会　員　　本学に在学する学生の保護者
（２）賛 助 会 員　　本会の目的に賛同して相当額の金品を寄贈した者
（３）会　　　友　　卒業生の保護者
（役員）
第６条　本会に、次の役員を置く。
（１）会　　　長　　１名
（２）副　会　長　　２名
（３）委　　　員　　10名
（４）監　　　事　　２名
（５）顧　　　問　　若干名
（６）参　　　与　　若干名
（役員の選出）
第７条　委員は、総会において正会員のうちから選出し、会長、副会長、監事は、委員
　のうちから互選する。
２　顧問は、本学園理事長、学長ならびに本会に特別功労のあった者に役員会の同意を
　得て、会長が委嘱する。
３　参与は、理事、本学教職員のうちから会長が委嘱する。
（役員の職務）
第８条　役員の職務は、次のとおりとする。
（１）会長は、本会を代表し、会務を総理する。
（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序により、
　　その職務を代行する。

（３）委員は、役員会を組織し、会務を処理する。
（４）顧問は、会長の諮問に応じる。
（５）参与は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
（６）監事は、本会の会計を監査する。
（役員の任期）
第９条　選挙による役員の任期は、１年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期
　は、前任者の残任期間とする。
（会議の種類）
第10条　本会に、総会および役員会を置く。
（総会）
第11条　総会は、定期総会および臨時総会とする。
２　定期総会は、毎年定期総会を開催し、役員の選挙、予算ならびに会則の変更その他
　重要事項を審議決定する。
３　臨時総会は、会長が特に必要と認めたとき、役員会の議に基づき開催する。
（役員会）
第12条　役員会は、会長、副会長、委員および監事をもって組織し、会長が必要と認め
　たとき開催する。
（会議の招集）
第13条　会議は、会長が招集する。
（会議の議長）
第14条　総会の議長は、その都度正会員中から選出する。
２　役員会の議長は、会長があたる。
（議決）
第15条　議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところ
　による。
（経費）
第16条　本会の経費は、正会員の会費、寄附金、預金利子およびその他の収入をあてる。
（会費）
第17条　正会員の会費は、本学に在学する学生１人につき、年額20,000円とする。
　　ただし、兄弟姉妹で在籍している場合は、１人分の年額とする。
２　前項の会費は、学生の入学と同時に全額を納入するものとし、中途退学しても還付
　しない。
（会計年度）
第18条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。
（庶務・会計）
第19条　本会の庶務・会計を処理するため、幹事を置く。
２　前項の幹事は、本学事務局職員のうちから会長が委嘱する。
（その他の事項）
第20条　この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、役員会が
　定める。
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